


下水道の役割（分流式下水道）

　 家庭等で使用した「汚水」や、降雨による「雨

　 水」を、別々の下水道管へ流しています。

　 「汚水」は、終末処理場へ集めて奇麗な水に

　 戻し、「雨水」と同様に川や海へ放流します。

「衛生的な生活環境」「浸水被害の防止」「水環境の保全」
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中標津町の下水道事業
　 ・中標津処理区（公共下水道事業）

　 ・養老牛温泉処理区（特定環境保全公共下水道事業）

　 ・計根別地区（農業集落排水事業）

国の要請に基づき、令和５年度から地方公営企業法を適用し、

独立採算制を原則とした「公営企業会計」へ移行
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一律料金
（事業区分、用途区分なし）

水道使用量 ＝ 下水道使用量
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費用の増加
　 公共下水道は供用開始から40年が経過し、老朽化対策等による施
　 設の更新や、維持管理が必要ですが、物価高騰や金利引き上げ等
　 の影響により、 費用が増加しています。

収入の減少

　 人口減少等の影響により、使用料収入が減少しています。

運営資金（現金預金）の枯渇

　 費用の増加、収入の減少により、運営資金が枯渇しています。
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R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

中標津下水終末処理場
電気・機械設備更新

6,200
万円

3億600
万円

8億2,220
万円

4億9,940
万円

3億3,450
万円

2億9,400
万円

3億1,400
万円

1億2,400
万円

2億9,400
万円

計根別浄化センター
電気・機械設備更新

1億500
万円

9,821
万円

- - - - - - -

ポンプ場施設
電気・機械設備更新

1億2,200
万円

-
400
万円

1億1,500
万円

4,900
万円

-
4,600万

円
-

4,600
万円

雨水管路更新 -
5,700
万円

- - - - - - -

公共汚水桝新設工事
900
万円

900
万円

900
万円

900
万円

900
万円

900
万円

900
万円

900
万円

900
万円

耐震化事業 - - - - -
2,600
万円

1,200
万円

2億5,000
万円

-

事業の実施について
　⇒　下水道事業はとくに事業費が大きいことから、国からの「交付金」や、「企業債(借入金）」を活用し、事業を実施します。
　　　 ただし、「交付金」は満額交付されず、運営資金も枯渇していることから、事業の見送りや縮小せざるを得ません。
　　　 また、「企業債」は後年度に元金を返済、利息についても運営資金の範囲内で支払う必要があります。
　　　 上記のほか、カメラ調査や修繕、施設の維持管理等も実施する必要があり、運営資金の確保が急務となります。



　・維持管理費
　　下水道管や処理場等を維持管理するための費用

　・資本費
　　借入（企業債）利息や、資産価値等で構成された費用

　・資産維持費
　　下水道事業を継続していくために必要な費用

「汚水私費・雨水公費」の原則により、雨水処理分等は町で負担する為、
汚水処理分（汚水処理費）は、使用者の負担（下水道使用料）となります。
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

合計（町負担除く） 420,511 398,148 457,427 429,913 431,017 466,238 452,253 496,935 515,290 490,865 516,811 495,826

（町の負担額） 264,164 255,318 251,767 258,149 259,001 263,524 268,434 272,830 269,392 267,377 262,599 256,068

維持管理費 262,259 247,408 303,785 273,486 274,182 302,489 275,975 320,541 335,950 313,209 341,424 324,233

資本費 84,788 80,807 83,317 89,700 91,141 94,176 105,408 107,813 113,504 113,089 111,269 108,601

資産維持費 73,464 69,933 70,325 66,727 65,694 69,573 70,870 68,581 65,836 64,567 64,118 62,992
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汚水処理費の将来推計

資本費 維持管理費 （町の負担額） 合計（町負担除く）

（単位：千円）
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

下水道使用料 317,697 316,547 314,142 310,905 307,671 304,503 301,518 298,593 295,577 292,622 289,695 286,828

処理人口 18,821 18,745 18,511 18,321 18,131 17,945 17,769 17,596 17,419 17,244 17,072 16,902
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下水道使用料及び処理人口の将来推計

下水道使用料 処理人口

（単位：千円） （単位：人）
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

汚水処理費 347,047 328,215 387,102 363,186 365,323 396,665 381,383 428,354 449,454 426,298 452,693 432,834

下水道使用料 317,697 316,547 314,142 310,905 307,671 304,530 301,518 298,593 295,577 292,622 289,695 286,828

（経費回収率） 91.5% 96.4% 81.2% 85.6% 84.2% 76.8% 79.1% 69.7% 65.8% 68.6% 64.0% 66.3%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

経費回収率（※）の将来推計

汚水処理費 下水道使用料 （経費回収率）

（単位：千円）

※ 経費回収率（下水道使用料÷汚水処理費×100％）
　 ⇒　使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているか表す指標
　　　　賄えている場合は、100％以上となります
※ 汚水処理費のうち「資産維持費」は、改定率が大幅に上昇することから、考慮しないものとします
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

運営資金（借入後） 9,492 19,776 20,903 9,849 9,711 9,746 9,841 29,392 8,549 19,288 6,427 9,478

運営資金（借入前） ▲ 10,508 ▲ 224 ▲ 9,097 ▲ 23,151 ▲ 38,289 ▲ 51,254 ▲ 1,159 29,392 8,549 19,288 6,427 ▲ 10,522

（一時借入金） （20,000） （20,000） （30,000） （33,000） （48,000） （61,000） （11,000） （0） （0） （0） （0） （20,000）

▲ 80,000

▲ 60,000

▲ 40,000

▲ 20,000
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20,000

40,000

60,000

80,000

運営資金の将来推計

運営資金（借入前） 運営資金（借入後）

（単位：千円）
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事業量の増加に伴う消費税
還付金による一時的な回復

再び資金不足が生じる



費用の抑制
　　下水道管のカメラ調査や、処理場の修繕等、単独費用による事業費を抑制
　　 ⇒　管路の閉塞や修繕箇所の発見が遅れ、事故発生のリスクが高まります。

収入の確保

　　建設工事等の財源として「補助金・交付金」や「企業債」を活用
　　 国の繰出基準に従い、一般会計から「繰入金」（町の負担額）を収入
　　 ⇒　費用に対する収入であり、増収とはなりません。
　　　　　また、「交付金」の交付率が減少し、事業を縮小せざるを得ない状況です。

運営資金の確保
　　金融機関等から「一時借入金」を借入し、資金不足を一時的に解消
　　 ⇒　公営企業会計として、独立採算（使用料収入による経費回収）が原則です。
　　　　  事業実施が停滞し、将来の更新費用にも備えることができません。
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経費回収率100％以上を目指します。
運営資金を確保し、一時借入金を解消します。
滞りなく事業を実施することで、災害に強く、

　 衛生的な生活環境づくりに貢献します。

収入（人口）の増加は見込めず、費用の抑制にも限界があることから、
下水道使用料の改定が不可欠となります。

※ 交付金の要件として「少なくとも5年に1回の頻度で下水道使用料の
　 改定の必要性に関する検証を行う」必要があります。
　 （中標津町の検証期限は令和9年度まで）
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昭和60年度 昭和61年度 昭和63年度 平成7年度 平成14年度

超過料金/㎥ 90 100 110 148 173

基本料金/8㎡ 720 800 880 1,184 1,384

一般家庭/20㎥ 1,800 2,000 2,200 2,960 3,460

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

下水道使用料改定の推移（消費税増税分を除く）

超過料金/㎥ 基本料金/8㎡ 一般家庭/20㎥

（単位：円）

※すべて税抜

平成14年度以降、
23年間改定なし
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なぜ23年間改定しなかったのか？
　⇒　令和4年度までは、繰入金（町の負担額）により年度末の歳入歳出差引を0円にする「特別会計」でした。
　　　 当時の繰入金が、約8億円から約3億円まで減少していたこともあり、料金改定を見送っていました。



島牧村 標茶町 別海町 標津町 中標津町 厚岸町 浜中町 遠軽町 弟子屈町 根室市 釧路市 釧路町 美幌町 網走市

一般家庭/20㎥ 1,000 3,190 3,369 3,577 3,806 3,910 3,910 4,180 4,235 4,312 4,389 4,509 4,950 5,984

0
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5,000

6,000

7,000

下水道使用料の比較（令和6年3月31日現在）

一般家庭/20㎥

（単位：円）

※すべて税込

道内
最安値

道内314事業中
189番目に安い
（125番目に高い）
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同規模
自治体

同規模
自治体

道内
最高値

R6改定
3,700円
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現在の下水道使用料 改定後の下水道使用料

改定額（1㎥） - 37円（税抜）

超過料金（1㎥） 173円（税抜） 210円（税抜）

基本料金（8㎥） 1,384円（税抜） 1,680円（税抜）

一般家庭の平均（20㎥） 3,460円（税抜） 4,200円（税抜）

改定率 - 21.4％

経費回収率（4年間※） 81％ 100％

改定額（1㎥） - 40.7円（税込）

超過料金（1㎥） 190.3円（税込） 231円（税込）

基本料金（8㎥） 1,522円（税込） 1,848円（税込）

一般家庭の平均（20㎥） 3,806円（税込） 4,620円（税込）

税
込

※ 令和8年度から令和11年度までを計算期間として設定
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現在の
上下水道料金

改定後の
上下水道料金

基本料金
（8㎥）

水道料金 1,650円
（税込）

1,650円
（税込）

下水道使用料 1,522円
（税込）

1,848円
（税込）

合計 3,172円
（税込）

3,498円
（税込）

一般家庭の平均
（20㎥）

水道料金 4,158円
（税込）

4,158円
（税込）

下水道使用料 3,806円
（税込）

4,620円
（税込）

合計 7,964円
（税込）

8,778円
（税込）
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令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

現在の
見込み

運営資金 985万円 971万円 975万円 984万円

うち一時借入金 （3,300万円） （4,800万円） （6,100万円） （1,100万円）

改定後の
見込み

運営資金 4,999万円 1億59万円 1億5,268万円 2億6,720万円

うち一時借入金 （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

運営資金の確保により･･･
　⇒　抑制しているカメラ調査や修繕等の単独事業や、交付金が付かずに縮小していた補助事業等を、
　　　 滞りなく実施することが可能となり、災害に強く、将来にわたって持続可能な下水道事業になります。



令和7年7月～9月

• 運営委員会による改定額の検討

• 所管する常任委員会への報告

令和7年10月

• 町長から運営委員会へ「諮問」後、「答申」内容の審議

• 運営委員会から町長へ「答申」

• パブリックコメントの実施　※10月下旬～1か月間（予定）

令和7年11月

• 条例改正、システム設定、周知文書等の準備

• 両常任委員会への報告

• 予算編成に向けた内部通知の実施

令和7年12月～　
令和8年1月

• 中標津町議会（12月定例会）へ、条例改正（案）を提出

• 議決後、広報・HP・SNS・FMはな等による周知

• 議決後、「上下水道使用量のお知らせ」（検針票）へ周知文書を同封（R8.1月検針～）

令和8年3月

• 広報・HP・SNS・FMはな等による再周知

• 中標津町議会（3月定例会）へ、新料金による予算（案）を提出

令和8年4月1日～

• 新料金による賦課開始（新規契約者はR8.4月検針分、既契約者はR8.5月検針分から）

• 以降、少なくとも5年に1回の頻度で検証（見直し）を実施
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